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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転者が着座する運転席のシートを自動的に移動可能な自動調整装置において、
　前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転者の目の位置の高さの実測値と、前記
車両に設置されたヘッドアップディスプレイ上に表示されるあらかじめ定められた重畳表
示の基準位置の高さとの偏差を算出する偏差算出部と、
　前記偏差算出部により算出された偏差があらかじめ定められた値以上の場合に、前記偏
差が少なくなる方向に前記シートを移動させる移動量を算出する移動量算出部と、
　前記移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記シートを駆動して移動させ
ることが可能なシートアクチュエータに対して駆動指示を行って前記シートの移動を制御
することにより、前記運転者が前記シートに着座した時に前記重畳表示の基準位置の高さ
と前記運転者の目の位置の高さを調整する位置制御部と
　を備えることを特徴とする自動調整装置。
【請求項２】
　前記シートが、前記シートアクチュエータにより移動された時に前記高さ方向とともに
前記車両の前後方向にも移動するシートである場合は、
　前記位置制御部は、前記シートの前記前後方向の移動量を考慮して、前記シートアクチ
ュエータに対して指示する駆動量を調整する
　ことを特徴とする請求項１記載の自動調整装置。
【請求項３】
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　前記シートは、前記高さ方向の移動にかかる制限値を有するものであり、前記移動量算
出部により算出された移動量が、前記高さ方向の移動の制限値を超える場合には、
　前記移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記ヘッドアップディスプレイ
に重畳表示する画像を発するＨＵＤ用光源に対して前記画像の描画の形態を高さ方向に補
正するよう指示、または、前記ＨＵＤ用光源から発せられた画像を前記ヘッドアップディ
スプレイに投影する光学装置に対して前記重畳表示の基準位置を高さ方向に補正するよう
指示を行うＡＲ表示制御部をさらに備える
　ことを特徴とする請求項２記載の自動調整装置。
【請求項４】
　前記位置制御部は、前記偏差算出部により算出された偏差があらかじめ定められた値未
満になった場合に調整完了と判断し、前記運転者に対して運転支援準備が完了したことを
報知するよう指示を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の自動調整装置。
【請求項５】
　前記移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記ヘッドアップディスプレイ
に重畳表示する画像を発するＨＵＤ用光源から発せられた前記画像の描画の形態を補正す
るよう指示、または、前記ＨＵＤ用光源から発せられた画像を前記ヘッドアップディスプ
レイに投影する光学装置に対して前記重畳表示の基準位置を補正するよう指示を行うＡＲ
表示制御部をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１記載の自動調整装置。
【請求項６】
　前記偏差算出部は、前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転者の目の位置を前
記車両の前方から見た場合の左右方向の実測値と、前記ヘッドアップディスプレイ上に表
示されるあらかじめ定められた重畳表示の基準位置との前記左右方向の偏差をさらに算出
し、
　前記左右方向の偏差があらかじめ定められた値以上であって、かつ、当該あらかじめ定
められた値以上である状態があらかじめ定められた時間以上継続した場合には、
　前記ＡＲ表示制御部は、前記ヘッドアップディスプレイに重畳表示する画像を発する前
記ＨＵＤ用光源に対して前記画像の描画の形態を前記左右方向に補正するよう指示、また
は、前記ＨＵＤ用光源から発せられた画像を前記ヘッドアップディスプレイに投影する光
学装置に対して前記重畳表示の基準位置を前記左右方向に補正するよう指示を行う
　ことを特徴とする請求項５記載の自動調整装置。
【請求項７】
　前記偏差算出部は、前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転者の目の位置の前
記車両の前後方向の実測値と、前記ヘッドアップディスプレイ上に表示されるあらかじめ
定められた重畳表示の基準位置との前記前後方向の偏差をさらに算出し、
　前記前後方向の偏差があらかじめ定められた値以上であって、かつ、当該あらかじめ定
められた値以上である状態があらかじめ定められた時間以上継続した場合には、
　前記ＡＲ表示制御部は、前記ヘッドアップディスプレイに重畳表示する画像を発する前
記ＨＵＤ用光源に対して前記画像の描画の形態を拡大または縮小補正するよう指示、また
は、前記ＨＵＤ用光源から発せられた画像を前記ヘッドアップディスプレイに投影する光
学装置に対して前記重畳表示の基準位置を前記前後方向に補正するよう指示を行う
　ことを特徴とする請求項５記載の自動調整装置。
【請求項８】
　少なくとも前記運転者の利き目を判定する個人調整量算出部をさらに備え、
　前記偏差算出部は、前記重畳表示の基準位置と前記個人調整量算出部により判定された
前記運転者の利き目の位置との偏差を算出する
　ことを特徴とする請求項１記載の自動調整装置。
【請求項９】
　車両の運転者が着座する運転席のシートを自動的に移動可能な自動調整システムにおい
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て、
　前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転者の目の位置を検出する目の位置検出
部と、
　前記シートを駆動して移動させることが可能なシートアクチュエータと、
　前記目の位置検出部により検出された前記運転者の目の位置の高さの実測値と、前記車
両に設置されたヘッドアップディスプレイ上に表示されるあらかじめ定められた重畳表示
の基準位置の高さとの偏差を算出する偏差算出部と、
　前記偏差算出部により算出された偏差があらかじめ定められた値以上の場合に、前記偏
差が少なくなる方向に前記シートを移動させる移動量を算出する移動量算出部と、
　前記移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記シートアクチュエータに対
して駆動指示を行って前記シートの移動を制御することにより、前記運転者が前記シート
に着座した時に前記重畳表示の基準位置の高さと前記運転者の目の位置の高さを調整する
位置制御部と
　を備えることを特徴とする自動調整システム。
【請求項１０】
　車両の運転者が着座する運転席のシートを自動的に移動可能な自動調整方法であって、
　偏差算出部が、前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転者の目の位置の高さの
実測値と、前記車両に設置されたヘッドアップディスプレイ上に表示されるあらかじめ定
められた重畳表示の基準位置の高さとの偏差を算出するステップと、
　移動量算出部が、前記偏差算出部により算出された偏差があらかじめ定められた値以上
の場合に、前記偏差が少なくなる方向に前記シートを移動させる移動量を算出するステッ
プと、
　位置制御部が、前記移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記シートを駆
動して移動させることが可能なシートアクチュエータに対して駆動指示を行って前記シー
トの移動を制御することにより、前記運転者が前記シートに着座した時に前記重畳表示の
基準位置の高さと前記運転者の目の位置の高さを調整するステップと
　を備えることを特徴とする自動調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車等の車両において運転者の目の位置を調整するための自動調整装置
、自動調整システムおよび自動調整方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、自動車等の車両において、ドアミラーなどの車両構成部位を運転者の姿勢や
個人差によらずに調整する装置が知られている。
　例えば、特許文献１には、自動車等の車両において、ドアミラー等の部位自身に運転者
の目を検出するカメラを内蔵し、あらかじめ設定した基準位置に運転者の目の位置が合う
ように、当該ドアミラー等の部位の位置や角度などを調整する自動調整装置が開示されて
いる。
【０００３】
　しかし、例えば特許文献１に示すような従来の装置では、カメラがドアミラー等（ドア
ミラー、ルームミラー、エアコンの吹き出し口等）の部位に設置されるため、運転者がそ
れら機器の方向を見ないと目の検出ができず、位置調整を行うことができない。また、自
動位置調整機能を複数の機器で実現する場合には、カメラと可動部の双方を各機器に設け
る必要があり、コストが高くなってしまう。
【０００４】
　一方、近年、自動車等の車両において、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）を用いて
障害物のマーキングや警告、その他の情報をＡＲ（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ
、拡張現実）表示するシステムが数多く提案されている。ＨＵＤを用いたＡＲ表示は、従
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来のメータディスプレイやセンターディスプレイの表示よりも、運転者の視線を前方に集
めることができるので、安全性の向上が期待されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２６２９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＨＵＤを用いたＡＲ表示は、運転者の目が任意の位置（基準位置）から
ずれるとマーキングや警告が意図する場所に重畳されなくなってしまうため、ずれのない
ＡＲ重畳表示を行うには、運転者が変わるたびに手動で座席位置やＡＲ表示の基準位置を
調整する必要がある、という課題があった。
　また、例えば特許文献１に示すような従来の装置のように自動でドアミラー等の部位の
基準位置調整を行う手法を、ＨＵＤを用いたＡＲ表示に適用することはできない、という
課題もあった。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、自動車等の車両
において、ＨＵＤを用いたＡＲ表示を行う際に、運転者の目の位置を自動的に調整するこ
とができる自動調整装置、自動調整システムおよび自動調整方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、この発明は、車両の運転者が着座する運転席のシートを自動
的に移動可能な自動調整装置において、前記運転者が前記シートに着座した時の前記運転
者の目の位置の高さの実測値と、前記車両に設置されたヘッドアップディスプレイ上に表
示されるあらかじめ定められた重畳表示の基準位置の高さとの偏差を算出する偏差算出部
と、前記偏差算出部により算出された偏差があらかじめ定められた値以上の場合に、前記
偏差が少なくなる方向に前記シートを移動させる移動量を算出する移動量算出部と、前記
移動量算出部により算出された移動量に基づいて、前記シートを駆動して移動させること
が可能なシートアクチュエータに対して駆動指示を行って前記シートの移動を制御するこ
とにより、前記運転者が前記シートに着座した時に前記重畳表示の基準位置の高さと前記
運転者の目の位置の高さを調整する位置制御部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明の自動調整装置によれば、自動車等の車両において、ヘッドアップディスプレ
イを用いてＡＲ重畳表示を行う際に、目の位置検出部から取得した目の位置情報に基づい
て、適切にＡＲ重畳がなされる位置としての重畳表示の基準位置に応じて運転者の目の位
置が移動するように調整して、車両の運転者が着座する運転席の電動シートの可動部を制
御することにより、運転者の負担を増やすことなく、ＡＲ重畳のための目の位置調整を自
動的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブロ
ック図である。
【図２】ＨＵＤを用いたＡＲ表示において、運転者が視認すべき対象物とＡＲ表示物（Ａ
Ｒマーカ）とのずれを示す説明図である。
【図３】自動調整装置の設置イメージを示す説明図である。
【図４】シートレール５１によるシート５の移動例と、目の位置の目標点と現在の目の位
置との関係を示す説明図である。
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【図５】シートレール５２によるシート５の移動例と、目の位置の目標点と現在の目の位
置との関係を示す説明図である。
【図６】実施の形態１における自動調整装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】実施の形態２による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブロ
ック図である。
【図８】実施の形態２による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の別の例を示すブ
ロック図である。
【図９】実施の形態２における自動調整装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態３による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブ
ロック図である。
【図１１】実施の形態３における自動調整装置の運転開始後の処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１２】実施の形態４による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブ
ロック図である。
【図１３】実施の形態４における個人調整量算出部の構成を示すブロック図である。
【図１４】実施の形態４における個人調整量算出部の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　この発明は、車両の運転者が着座する運転席のシートを少なくとも高さ方向に自動的に
移動可能な自動調整装置、自動調整システムおよび自動調整方法に関するものであり、自
動車等の車両において、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）を用いたＡＲ（Ａｕｇｍｅ
ｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ、拡張現実）表示を行う際に、運転者の目の位置を自動調整す
るため、運転席のシートの位置を自動的に移動させて調整するものである。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブ
ロック図である。自動調整装置１は、偏差算出部１１、移動量算出部１２および位置制御
部１３を備え、乗車検出部２、目の位置検出部３、シートアクチュエータ４が接続されて
いる。また、シートアクチュエータ４はシート（電動シート）５に接続されている。
　また、自動調整装置１と、目の位置検出部３およびシートアクチュエータ４が、シート
自動調整システム１０を構成する。
【００１３】
　乗車検出部２は、運転者が乗車したか否か、すなわち、運転者の乗車状態を検出する。
運転者の乗車状態の判断は、運転席のシート５に圧力センサを設置して、シート５にかか
る圧力が大きく変化する地点を検出する手法でもよいし、例えば以下で記述するカメラに
より検出したり、キーオンを検出することにより乗車を検出するなど、他の検出方法を用
いてもよい。
【００１４】
　なお、以下の説明においては、便宜的に、車両の前方から運転者を見て、運転者が座っ
た位置における上下左右方向の二次元平面を運転者の乗車位置における平面と称し、左右
方向をＸ軸、高さ方向をＹ軸とする。また、乗車位置における平面が車両の前後方向に変
化することについては、Ｚ軸の変化と称することとする。
【００１５】
　目の位置検出部３は、運転者がシート５に着座した時の運転者の目の位置をリアルタイ
ムに検出する。ここでは、目の位置検出部３は運転者の前方に設置されたカメラであって
、車両内部の装備品とともに運転者の目の相対位置関係がわかるような運転者の顔画像を
取得し、それを画像処理して運転者の目の位置を検出するものとする。
【００１６】
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　この他に、例えばステレオカメラを用いて、車両の前後方向の奥行きを含めて運転者の
目の位置を検出するようにしてもよい。また、シングルカメラであっても、いずれの方向
にカメラを設置しているかなどの設置情報を持っていれば、運転者の目の位置を検知する
ことができる。なお、その他の方法を用いて検出してもよい。
【００１７】
　偏差算出部１１は、目の位置検出部３により検出された運転者の目の位置を取得し、そ
の実際の運転者の目の位置（現在の目の位置）の実測値と、目の位置の目標点との偏差を
算出する。
　ここで、目の位置の目標点とは、車両に設置されたＨＵＤ上に表示されるあらかじめ定
められたＡＲ重畳表示の基準位置、すなわち、ＡＲ重畳表示が最適に重畳される運転者の
目の位置であって、（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の三次元で規定される。
【００１８】
　通常、運転中の大半は、運転者は顔の方向が正面（車両の前方）を向くと想定される。
そのため、目の位置の目標点（基準位置）の高さは、ＨＵＤ上に表示されるあらかじめ定
められた重畳表示の位置と同じ高さと仮定できる。
　すなわち、ＨＵＤ上に表示される重畳表示の中心位置（基準位置）と運転者の目の位置
の高さを一致されることにより、ＨＵＤに表示した重畳表示が対象物の位置と一致するよ
うに調整する。
【００１９】
　図２は、ＨＵＤを用いたＡＲ表示において、運転者が視認すべき対象物とＡＲ表示物（
ＡＲマーカ）とのずれを示す説明図であり、運転者から車両の前方を見た状態を示してい
る。この図２に示すように、車両の前方のフロントガラスにＨＵＤ（フロントガラスＨＵ
Ｄ）７が設置され、ここにＨＵＤ用表示映像であるＡＲ表示物（ＡＲマーカ）１０１が投
影され、対象物１００にＡＲ重畳表示させてマーキングや警告が行われる。
【００２０】
　この際、運転者の目の位置が目標点（基準位置）にある場合には、図２（ａ）に示すよ
うに、対象物１００を囲むようにＡＲマーカ１０１が重畳表示される。しかしながら、運
転者の目の位置が目標点（基準位置）からずれると、図２（ｂ）に示すように、ＡＲマー
カ１０１が意図する場所に重畳されなくなってしまう。
【００２１】
　図３は、この発明の自動調整装置の設置イメージを示す説明図である。この図３におい
て、図中の左方向が車両５０の進行方向であり、車両５０の前方に運転者６０が視認すべ
き対象物１００が存在している場合を想定している。車両５０のフロントガラスにはＨＵ
Ｄ（フロントガラスＨＵＤ）７が設置されるとともに、運転席のシート５の前方には、運
転者６０の目６１の位置を検出する目の位置検出部３が設置されている。
【００２２】
　また、ＨＵＤ７にＡＲ表示物を投影するためのＨＵＤ用光源６が、例えばダッシュボー
ド内に設置され、例えば図２に示すようなＡＲ表示物（ＡＲマーカ）１０１がＨＵＤ７の
ＡＲマーカ表示位置７１に重畳表示される。
　なお、ここではフロントガラス投影型のＨＵＤ７を用いているが、サンバイザなどに透
明プラスティックシートを取り付けて、そこにＨＵＤ用表示映像であるＡＲ表示物（ＡＲ
マーカ）１０１を投影する方式を用いてもよい。
【００２３】
　そして、図３（ａ）に示すように、運転者６０の目６１の位置が基準位置７０よりも低
い位置にある場合には、運転者６０から見ると、図２（ｂ）に示すようにＡＲマーカ１０
１が対象物１００からずれて表示されてしまう。
　そこで、図３（ｂ）に示すように、運転者６０の目６１の位置が基準位置７０と一致し
た高さになるように、運転席のシート５を調整する。
【００２４】
　移動量算出部１２は、偏差算出部１１によって算出された偏差とシート５の可動範囲に



(7) JP 5992130 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

基づいて、着座位置の移動量を算出する。具体的には、偏差算出部１１によって算出され
た偏差が、あらかじめ定められた値以上の場合に、その偏差が少なくなる方向にシート５
を移動させる移動量を算出する。
【００２５】
　例えば、図３に示すようなＹ軸方向（高さ方向）にのみシート５が移動可能なシートレ
ール５１を持ち、Ｙ軸方向にのみ可変するシート５の場合には、偏差算出部１１によって
算出された高さ方向（Ｙ軸方向）の偏差を、そのままシート５の移動量とすればよい。
【００２６】
　図４は、シートレール５１によるシート５の移動例と、目の位置の目標点と現在の目の
位置との関係を示す説明図である。この図４において、Ｙ軸方向は原点から離れるほど、
運転者の目の位置が高くなることを意味し、Ｚ軸方向は原点から離れるほど、運転者の目
の位置が車両の後ろ方向に移動することを意味する。
【００２７】
　図４（ａ）は、現在の目の位置（図中、●印点の位置）が目標点（図中、○印点の位置
）よりも低い（Ｙ方向に小さい）ため、シート５を上方向（Ｙ方向の大きくなる方向）に
移動させることにより、移動後の目の位置が目標点と一致することを示している。また、
この場合のシート５の移動量は、Ｙ軸方向の偏差そのものである。
【００２８】
　ただし、運転席のシート５が前方（Ｚ軸方向に小さくなる方向）に出されていた場合な
どは、シート可動範囲が決まっているため、シート５を移動しても運転者の目の位置が目
標点に一致しない場合も考えられる。図４（ｂ）は、現在の目の位置（図中、●印点の位
置）が目標点（図中、○印点の位置）よりも低い（Ｙ方向に小さい）ため、シート５を上
方向（Ｙ方向に大きくなる方向）に移動させることにより、移動後の目の位置（図中、×
印点の位置）の高さは目標点の高さと一致しているが、Ｚ軸方向には偏差が生じた状態で
ある場合を示している。
【００２９】
　この場合、移動後の目の位置はＺ軸方向に目標点とずれているため、多少、ＡＲ表示物
（ＡＲマーカ）１０１が大きい（または小さい）ものとなるが、表示すべき位置には重畳
表示されるので、この実施の形態１においては、これでも問題ないものとする。すなわち
、Ｚ軸方向よりも優先度の高いＹ軸方向の偏差を満たすようにシート５の移動量を算出す
ればよい。
【００３０】
　なお、自動車等の車両の正面から運転者を見て、運転者が座った位置における平面（運
転者の乗車位置における平面）において、その運転者の身長やシートポジション等の個人
差により、高さ方向（Ｙ軸方向）に目の位置がずれることはあり得るが、シート５に座っ
てしまえば、左右方向（Ｘ軸方向）の位置はある程度規制され、運転者が左右方向にずれ
ることは少ないので、主として高さ方向（Ｙ軸方向）の補正をしてあげればよいと考えら
れる。よって、この実施の形態１においては、Ｘ軸方向についても考慮しなくても問題な
いものとして説明する。
【００３１】
　また、例えば図３に示すようなＹ軸方向とＺ軸方向とが連動してシート５が両方向に移
動可能なシートレール５２を持ち、シートをＹ軸方向（高さ方向）に移動させようとする
と、Ｙ軸方向（高さ方向）だけでなくＺ軸方向（奥行方向）にも移動する場合も考えられ
る。この場合にも、シート可動範囲が決まっているため、シート５を移動しても運転者の
目の位置が図示する目の位置の目標点に一致しない場合が多いと考えらえる。
【００３２】
　図５は、シートレール５２によるシート５の移動例と、目の位置の目標点と現在の目の
位置との関係を示す説明図である。この図５においても、Ｙ軸方向は原点から離れるほど
、運転者の目の位置が高くなることを意味し、Ｚ軸方向は原点から離れるほど、運転者の
目の位置が車両の後ろ方向に移動することを意味する。
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【００３３】
　図５は、現在の目の位置（図中、●印点の位置）が目標点（図中、○印点の位置）より
も低い（Ｙ方向に小さい）ため、シート５を上方向（Ｙ方向に大きくなる方向）に移動さ
せることにより、移動後の目の位置（図中、×印点の位置）の高さは目標点の高さと一致
しているが、Ｚ軸方向には偏差が生じた状態である場合を示している。
【００３４】
　ここで、図５では、目の位置の目標点の高さに運転者の目の位置の高さを合わせるよう
にシート５を移動すると、結果的にシート５がＺ軸方向に大きくなる方向（車両５０の後
ろ方向）に移動することとなる。
【００３５】
　この場合も、移動後の目の位置はＺ軸方向に目標点とずれているため、多少、ＡＲ表示
物（ＡＲマーカ）１０１が小さい（または大きい）ものとなるが、表示すべき位置には重
畳表示されるので、この実施の形態１においては、これでも問題ないものとする。すなわ
ち、Ｚ軸方向よりも優先度の高いＹ軸方向の偏差を満たすようにシート５の移動量を算出
すればよい。
【００３６】
　すなわち、シート５のＺ軸方向への移動を加味して、シートアクチュエータ４の駆動量
を調整し、運転者の目の位置の高さが目標点（基準位置）の高さと一致するように移動さ
せるようにする。
【００３７】
　この場合、シート５の移動量は、高さ方向の偏差分だけではない。シート５がＹ軸方向
（高さ方向）だけでなくＺ軸方向（車両の前後方向）にも移動する場合は、運転者の乗車
位置における平面上に投影したＹ軸方向の移動量が所定の移動量（高さ方向の偏差分）に
なるように、シートアクチュエータ４の駆動量を補正して、運転者の目の位置の高さが重
畳表示の基準位置の高さと一致するように調整する。
【００３８】
　位置制御部１３は、移動量算出部１２により算出された移動量に基づいて、シート５を
駆動して移動させることが可能なアクチュエータであるシートアクチュエータ４に対して
駆動指示を行ってシート５の移動を制御することにより、運転者がシート５に着座した時
にＡＲ重畳表示の基準位置の高さと運転者の目の位置の高さを調整する。
　シートアクチュエータ４は、位置制御部１３の指示に基づいて駆動し、シートレールに
沿ってシート５の位置を移動させる。
【００３９】
　そして、前述の図５で説明したように、シート５が、シートアクチュエータ４により移
動された時に高さ方向（Ｙ軸方向）とともに車両の前後方向（Ｚ軸方向）にも移動するシ
ートである場合は、位置制御部１３は、シート５の前後方向（Ｚ軸方向）の移動量を考慮
して、シートアクチュエータ４に対して指示する駆動量を調整する。
【００４０】
　次に、図６のフローチャートを用いて、実施の形態１における自動調整装置１の処理の
流れを説明する。
　まず初めに、乗車検出部２により運転者の乗車開始が検出されると、目の位置検出部３
は運転者の目の位置の高さを検出する。
【００４１】
　そして、偏差算出部１１は、乗車検出部２により運転者の乗車開始が検出されると、目
の位置検出部３から運転者の目の位置の高さの実測値を取得し、その取得した運転者の目
の位置の高さの実測値と、目の位置の目標点（基準位置）の高さとの偏差、すなわち、Ｙ
軸方向（高さ方向）の偏差を算出する（ステップＳＴ１）。
【００４２】
　次に、移動量算出部１２が、偏差算出部１１により算出された偏差とシートの可動範囲
とに基づいて、着座移動量を算出する（ステップＳＴ２）。
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　位置制御部１３は、移動量算出部１２により算出された着座移動量に基づいて、シート
アクチュエータ４を制御して、着座位置を移動させる（ステップＳＴ３）。
【００４３】
　また、これらの処理を終えたときに調整完了と判断し、運転支援準備ができたことを音
や表示で運転者に報知してもよい。これにより、運転者は、運転支援準備が完了したこと
を確認した上で運転を開始することができる。
【００４４】
　なお、図６に示すフローチャートの処理は、運転者の着座（運転者の乗車を検出、また
は、キーオンなど）をトリガとして開始（起動）し、自動で運転者の目の位置を調整する
ものとして説明したが、運転者が着座して調整開始ボタンを押下するなど、なんらかの形
態で調整の意思表示を受けた後に処理を開始するようにしてもよい。
【００４５】
　このように、目の位置検出部３から取得した目の位置情報に基づいて、適切にＡＲ重畳
がなされる位置である目の位置の目標点（基準位置）の高さに、運転者の目の位置の高さ
が移動するように電動シート５の可動部を制御することができる。
　これにより、運転者の体格の差異または乗車姿勢のくせなどにより運転者の目の高さが
異なる場合であっても、運転者に応じてＨＵＤ上のＡＲ表示を適切に行うことができる。
【００４６】
　なお、上記の実施の形態では、説明を簡単にするために、目の位置の高さの実測値と基
準位置の高さとの偏差がある場合には、偏差がゼロになるように目の位置の高さを調整す
るものとして説明したが、偏差があらかじめ定められた値以上のときに、当該偏差が少な
くなるように（例えば、あらかじめ定められた値未満になるように）目の位置の高さを調
整するものであってもよい。以下の実施の形態においても、同様である。
【００４７】
　また、このように調整した結果、偏差があらかじめ定められた値未満になった場合に調
整完了と判断し、運転者に対して運転支援準備完了したことを報知するよう、出力装置（
表示装置、音声出力装置、ブザーやランプ等）に対して指示するようにしてもよい。
【００４８】
　以上のように、この実施の形態１によれば、自動車等の車両において、ヘッドアップデ
ィスプレイを用いてＡＲ重畳表示を行う際に、目の位置検出部から取得した目の位置情報
に基づいて、適切にＡＲ重畳がなされる位置としての重畳表示の基準位置に応じて運転者
の目の位置が移動するように調整して、車両の運転者が着座する運転席の電動シートの可
動部を制御することにより、運転者の負担を増やすことなく、ＡＲ重畳のための目の位置
調整を自動的に行うことができる。また、運転者の正面にカメラが設置されているため、
運転者がわざわざ特定の方向を見る必要がないというメリットもある。
【００４９】
　なお、自動調整装置１は、これが適用される自動車等の車両に搭載された機器のマイク
ロコンピュータが、この発明に特有な処理に関するプログラムを実行することにより、ハ
ードウェアとソフトウェアとが協働した具体的な手段として実現される。以下の実施の形
態においても、同様である。
【００５０】
実施の形態２．
　図７は、実施の形態２による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示すブ
ロック図である。なお、実施の形態１で説明したものと同様の構成には、同一の符号を付
して重複した説明を省略する。以下に示す実施の形態２における自動調整装置２０は、実
施の形態１における自動調整装置１に比べるとＡＲ表示制御部１４をさらに備え、ＨＵＤ
用光源６と接続されている。
【００５１】
　なお、図示は省略するが、ＨＵＤ用光源６は、画像を描画する構成（描画制御部）と表
示する構成（液晶表示部）とを備えており、描画制御部により描画された画像であるＡＲ
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表示物（ＡＲマーカ）１０１を、液晶表示部がＨＵＤ７上に表示させることにより、全体
として、ＨＵＤ７に重畳表示する画像であるＡＲ表示物（ＡＲマーカ）１０１を発するも
のである。
【００５２】
　実施の形態１は、シート５の位置を調整することにより、運転者の目の位置の高さをＡ
Ｒ表示にかかる目の位置の目標点の高さに調整するものであった。
　しかし、シート調整はいくらでも自由にできるわけではなく、当然のことながら上下方
向（高さ方向）の移動に対して制限値（上限値または下限値）が設けられている。すなわ
ち、シート５は、高さ方向の移動にかかる制限値（上限値または下限値）を有するもので
ある。
【００５３】
　したがって、運転者の体格や乗車姿勢によっては、移動量算出部１２によって算出され
た移動量がこの高さ方向の移動の制限値（上限値また下限値）を超えてしまい、シート調
整だけでは対応しきれない場合も考えられる。
【００５４】
　そこで、この実施の形態２では、基本的には実施の形態１と同様のシート調整を行った
上で（同様のシート調整に加えて）、ＨＵＤ７に重畳表示する画像を発するＨＵＤ用光源
６が画像の描画の形態を高さ方向に補正することにより、シート調整では調整しきれない
場合であっても適切にＡＲ表示できるようにする。
【００５５】
　ＡＲ表示制御部１４は、運転者の目の位置の高さとＡＲ表示にかかる目の位置の目標点
（基準位置）の高さとの偏差があらかじめ定められた値以上の場合に、移動量算出部によ
り算出されたシート５を高さ方向に移動させる移動量が、シート５の高さ方向の移動の制
限値（上限値または下限値）を超えていれば、ＨＵＤ７に重畳表示する画像を発するＨＵ
Ｄ用光源６に対して、画像の描画の形態を高さ方向に補正するよう指示を行う。
【００５６】
　具体的には、シート可動範囲の上限値または下限値までシート５を移動しても、偏差を
０（ゼロ）にできなかった場合に、その足りない部分を、ＨＵＤ７に重畳表示する画像で
あるＡＲ表示物（ＡＲマーカ）１０１の描画の形態を上下方向（高さ方向）に補正するよ
う、ＨＵＤ用光源６に対して指示を行う。
【００５７】
　また、ＨＵＤ用光源６による描画の形態の縮尺を変更（描画の形態を拡大または縮小補
正）することにより、Ｚ軸方向（前後方向）の位置を補正することも可能となる。すなわ
ち、実施の形態１における図４（ｂ）に示す場合や図５に示す場合のように、Ｙ軸方向（
高さ方向）に目の位置を補正しても、Ｚ軸方向（前後方向）の偏差が存在している場合で
あっても、ＨＵＤ用光源６に対して画像の描画の形態を拡大または縮小補正するよう指示
することにより、より適切なＡＲ表示を実現することができる。
【００５８】
　また、図８は、実施の形態２による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の別の例
を示すブロック図である。この図８に示すように、ＨＵＤ用光源６とＨＵＤ７との間に、
レンズなどの光学装置８がある場合も考えられる。この場合、自動調整装置２０は、光学
アクチュエータ９と接続されている。また、この光学アクチュエータ９は、光学装置８を
駆動するものである。なお、光学装置８は、ＨＵＤ用光源６から発せられた画像をＨＵＤ
７に投影するものである。
【００５９】
　この場合、ＡＲ表示制御部１４は、ＨＵＤ用光源６から発せられた画像をＨＵＤ７に投
影する光学装置８に対して、重畳表示の基準位置を調整（高さ方向に補正）することによ
りＨＵＤ７に投影するＡＲ表示物（ＡＲマーカ）１０１を補正するよう、光学アクチュエ
ータ９に対して指示を行うようにすればよい。
【００６０】
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　なお、シート５を高さ方向の移動の制限値（上限値または下限値）まで移動させてしま
う、すなわち、シートレール５１やシートレール５２等のシートレールの端まで移動させ
てしまうことは望ましくないので、シート５の位置調整と、ＨＵＤ用光源６による描画の
形態の補正を適切に組み合わせて調整するようにしてもよい。また、シート５の位置調整
、ＨＵＤ用光源６による描画の形態の補正および光学装置８による基準位置の調整をすべ
て組み合わせて調整してもよい。
【００６１】
　また、図８では、図７に示すブロック図のＨＵＤ用光源６に加えて、レンズなどの光学
装置８および光学アクチュエータ９を備える場合のブロック図を示したが、図７に示すブ
ロック図のＨＵＤ用光源６に代えて、光学装置８および光学アクチュエータ９を備えるよ
うにしてもよい。この場合には、シート５の位置調整と光学装置８による基準位置の調整
を適切に組み合わせて調整してもよい。
【００６２】
　さらに、ＨＵＤ用光源６の位置がＸ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の少なくともいずれか
一方に移動可能な場合には、図８において破線の矢印で示したように、光学アクチュエー
タ９からの駆動信号がＨＵＤ用光源６にも送信されるようにすればよい。この場合には、
光学アクチュエータ９は、光学装置８およびＨＵＤ用光源６を駆動するものである。
【００６３】
　次に、図９のフローチャートを用いて、実施の形態２における自動調整装置２０の処理
の流れを説明する。
　まず初めに、乗車検出部２により運転者の乗車開始が検出されると、目の位置検出部３
は運転者の目の位置の高さを検出する。
【００６４】
　そして、偏差算出部１１は、乗車検出部２により運転者の乗車開始が検出されると、目
の位置検出部３から運転者の目の位置の高さの実測値を取得し、その取得した運転者の目
の位置の高さの実測値と、目の位置の目標点（基準位置）の高さとの偏差、すなわち、Ｙ
軸方向（高さ方向）の偏差を算出する（ステップＳＴ１１）。
【００６５】
　次に、移動量算出部１２が、偏差算出部１１により算出された偏差とシートの可動範囲
とに基づいて、着座移動量とＡＲ表示移動量を算出する（ステップＳＴ１２）。ＡＲ表示
移動量とは、ＡＲ表示物（ＡＲマーカ）の表示位置をデフォルト位置からどれだけ移動さ
せるかという補正量のことである。
【００６６】
　位置制御部１３は、移動量算出部１２により算出された着座移動量に基づいて、シート
アクチュエータ４を制御して、着座位置を移動させる（ステップＳＴ１３）。
　また、ＡＲ表示制御部１４は、移動量算出部１２により算出されたＡＲ表示移動量に基
づいて、ＨＵＤ用光源６による表示画像の描画の形態の変形や光学装置８による基準位置
の調整によりＡＲ表示位置を補正するよう、ＨＵＤ用光源６または光学アクチュエータ９
の少なくとも一方に対して指示を行う（ステップＳＴ１４）。
【００６７】
　このようにして、運転者の目の位置と目の位置の目標点（基準位置）とが一致するよう
に調整することができる。
　また、これらの処理を終えたときに調整完了と判断し、運転支援準備ができたことを音
や表示で運転者に報知してもよい。これにより、運転者は、運転支援準備が完了したこと
を確認した上で運転を開始することができる。
【００６８】
　以上のように、この実施の形態２によれば、シート５がＹ軸方向（高さ方向）の移動に
制限があり、Ｙ軸方向のシート移動だけではＡＲ重畳表示を補正しきれない場合であって
も、ＨＵＤ用光源６や光学装置８により重畳表示させる画像自体を変形したり重畳表示の
基準位置を補正することにより、ＡＲ重畳のための目の位置調整をより適切に行うことが
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できる。
【００６９】
実施の形態３．
　図１０は、実施の形態３による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示す
ブロック図である。なお、実施の形態１，２で説明したものと同様の構成には、同一の符
号を付して重複した説明を省略する。以下に示す実施の形態３における自動調整装置３０
は、実施の形態２の図８に示す自動調整装置２０に比べると、タイマ１５をさらに備えて
いる。
【００７０】
　この実施の形態３では、ＡＲ表示物（ＡＲマーカ）自体の位置を変化させるに際し、運
転者の状態を加味して最適なＡＲ表示を実現する。運転者の状態を加味して最適なＡＲ表
示を実現するとは、実施の形態１においては考慮しなくても問題ないとしていたＺ軸方向
（車両の前後方向）にずれている場合や、首を傾けたり長時間の運転により運転者が疲れ
てきたりして姿勢が徐々に変わってしまった場合や、左右方向（Ｘ軸方向）にも大きくず
れた場合などの、運転者の目の位置またはその移動を考慮してＡＲ表示の基準位置の補正
量を算出する、ということである。
【００７１】
　これにより、この実施の形態３においては、運転者が着座時（乗車時）に実施する下記
の（Ａ）、（Ｂ）において、シート調整の可動範囲を超えた補正が可能、といったメリッ
トや、運転開始後（運転中）に実施する下記の（Ｃ）において、運転開始後の目の位置の
移動にも対応した最適なＡＲ重畳が可能、といったメリットがある。
【００７２】
　実施の形態１，２では、運転者の着座時（乗車時）にシート５の位置を調整するもので
あったが、シート５の位置調整だけでは最適なＡＲ表示のために対応しきれない場合も考
えられる。なお、シート５の位置調整を運転中に行うのは危険であるため、シート５の位
置調整は乗車開始時または停車時にしか行うことができないものとする。
【００７３】
　すなわち、実施の形態１，２におけるシート位置の調整は、乗車開始時に行うものであ
ったが、この実施の形態３では、乗車開始時の調整に加えて、運転中にも調整を行うこと
ができるものである。
【００７４】
　そこで、この実施の形態３では、位置制御部１３による目の位置の高さ調整に加えて、
ＡＲ表示制御部１４により、ＨＵＤ用光源６から発せられた画像の描画の形態を補正して
ＡＲ重畳表示を調整する。
　すなわち、この実施の形態３におけるＡＲ表示制御部１４は、移動量算出部１２により
算出された移動量に基づいて、ＨＵＤ用光源６から発せられた画像の描画の形態を補正す
るよう指示を行う。
【００７５】
　例えば、シート５の位置だけでなく、ＡＲ表示自体の位置も可変させる場合として、具
体的には以下の（Ａ）、（Ｂ）の場合が考えらえる。ＡＲ表示自体の位置の調整は、ＡＲ
表示制御部１４によるもの（ＡＲ表示制御部１４からの指示を受けたＨＵＤ用光源６によ
るもの、または、ＡＲ表示制御部１４からの指示を受けた光学装置８によるもの）が考え
られる。
【００７６】
　（Ａ）シート５の位置の調整だけで目の位置を調整しようとすると、シート５の調整の
上限（運転者の頭が車両の天井に当たりそうになる）または下限といった制限を超えてし
まい調整ができない場合。
　この場合は、前述の実施の形態２により対応することができる。
【００７７】
　（Ｂ）シート５の位置を調整しても、図５に示すように、目の位置の目標点（基準位置
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）に運転者の目の位置を一致させられない場合。
　この場合であっても、ＨＵＤ用光源６により発せられた画像の描画の形態を縮尺（拡大
または縮小補正）もしくは変形することにより、または、光学アクチュエータ９を用いて
光学装置８の位置を調整することにより、ＡＲ表示が対象物と一致するように補正するこ
とができる。
【００７８】
　すなわち、補正後（移動後）の目の位置に目の位置の目標点（基準位置）が一致するよ
うに、ＡＲ表示制御部によりＨＵＤ用光源６または光学装置８の少なくとも一方に対して
指示を行うことにより調整する。
【００７９】
　他方、（Ｃ）は、運転者が着座（乗車）して初期調整が行われた後の運転中に、ＡＲ表
示が対象物からずれた場合であっても、ＨＵＤ用光源６により発せられた画像の描画の形
態を縮尺（拡大または縮小補正）または変形して、ＡＲ表示が対象物と一致するように補
正するというものである。
【００８０】
　この場合、着座して初期調整が行われた後の運転中に、ＡＲ表示物（ＡＲマーカ）が対
象物からずれた場合に、ＨＵＤ用光源６が発する画像の描画の形態を変形（縮尺を変更ま
たは描画を補正）させることにより、ＡＲ表示が対象物と一致するように補正する。
【００８１】
　まず、着座して初期調整を実施し、運転を開始した後は原則として、ＡＲ表示物（ＡＲ
マーカ）は対象物に一致してＨＵＤ７上に表示されている。しかしながら、運転者のくせ
、または、長時間の走行などにより、運転者の姿勢が着座時から変化した場合（例えば、
運転者側のドアにひじをおいて運転するなどした場合）、この姿勢の変化に伴って運転者
の頭の位置がずれるため、運転者の目の位置もずれてしまうことがある。
【００８２】
　この場合、運転中であるので、シート５を移動させてＡＲ表示物（ＡＲマーカ）と対象
物が一致するように調整するわけにはいかない。
　そこで、このような場合（（Ｃ）の場合）には、ＨＵＤ用光源６が発する画像の描画の
形態を変形したり、光学アクチュエータ９を用いて光学装置８による基準位置の調整を行
ったりすることにより、ＡＲ表示が対象物と一致するように補正する。
【００８３】
　ただし、この場合であっても、数秒、例えば、３０秒以下のような運転者の一時的な目
の位置の変化に追従してＡＲ表示物（ＡＲマーカ）を調整すると、頻繁に調整が繰り返さ
れてかえって運転者にとって見にくくなってしまう結果となり、あまり意味がないと考え
られる。
【００８４】
　そこで、例えばキーオンしてから１０分ごとにタイマイベントを発生させ、運転者の姿
勢が初期調整した状態からそれほどずれていないかどうか、すなわち、目の位置と目標点
（基準位置）との偏差があらかじめ定められた所定の値以上か否かをチェックする。偏差
が所定の値よりも小さい（それほどずれていない）場合は、ＡＲ表示の補正は必要ないの
で処理を終了し、次の１０分後まで待つ。
【００８５】
　一方、タイマイベントを発生させた時に、運転者の姿勢が初期調整した状態から所定の
許容範囲を超えていた場合（目の位置と目標点（基準位置）との偏差（高さ方向の偏差、
左右方向の偏差、車両の前後方向の偏差）があらかじめ定められた所定の値以上であった
場合）は、ＡＲ表示の補正の要否を判断する。
【００８６】
　すなわち、所定の許容範囲からずれている状態の時間（変位カウント）が、あらかじめ
定められた時間（例えば、３０秒）以上継続している場合は、運転者の姿勢が変化したも
のと判断して、ＡＲ表示の補正（高さ方向の補正、左右方向の補正、車両の前後方向の補
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正）を実施する。
【００８７】
　また、運転者の姿勢が初期調整した状態から所定の許容範囲を超えている場合であって
も、その状態があらかじめ定められた時間未満である場合は、一時的な姿勢の変化にすぎ
ないものと判断して、ＡＲ表示の補正は実施しない。
【００８８】
　上述の技術的思想を具体化したこの実施の形態３について、以下に詳細に説明する。
　この実施の形態３の構成としては、タイマ１５があることを除いては、実施の形態２と
同じである。
【００８９】
　偏差算出部１１で算出された偏差が、シート５の可動量を超えるなど、シート移動で目
の位置が目標点（基準位置）に達しない場合は、光学装置８により重畳表示の基準位置を
移動させたり、ＨＵＤ用光源６から発せられる画像自体を変形したりするとよい。
【００９０】
　このことから、実施の形態３の移動量算出部１２は、偏差算出部１１によって算出され
た偏差に基づいて、シート５の移動量とＡＲ表示の基準位置の補正量を算出する。同様に
、左右方向の偏差についても、シート５の移動による目の位置の目標点（基準位置）への
達成が不可能な場合が多いので、シート５の移動量ではなくＡＲ表示の基準位置の補正で
対応するとよい。
【００９１】
　また、移動量算出部１２では、乗車開始時以外でも検出される首を傾けてみたりして姿
勢が変わるなどの目の位置の変化に対して、ＡＲ表示の基準位置の補正量も算出する。こ
の乗車開始時以外でのＡＲ表示補正は、常に実施するのではなく、あらかじめ定められた
所定時間以上、左右方向にずれている場合のみの実施でもよい。
【００９２】
　そして、ＡＲ表示制御部１４は、移動量算出部１２により算出されたＡＲ表示の基準位
置の補正量に基づいて、ＨＵＤ用光源６または光学装置８によりＨＵＤ７に投影された画
像表示物を変形し、ＡＲ表示位置の補正を行う。
【００９３】
　乗車開始時（初期調整時）の処理の流れについては、実施の形態２において図９に示す
フローチャートを用いて説明したのと同じ処理の流れであるため、図示および説明を省略
するが、この初期調整により、運転者の目の位置と目の位置の目標点（基準位置）が一致
するように調整する。
【００９４】
　次に、図１１のフローチャートを用いて、実施の形態３における自動調整装置３０の運
転開始後の処理の流れを説明する。
　まず、運転者が乗車中であることを乗車検出部２が検知している間、あらかじめ定めら
れた任意の周期（例えば１０分ごと）でタイマイベントが発生し、目の位置検出部３が運
転者の目の位置を検出する。
【００９５】
　タイマイベントが発生すると（ステップＳＴ２１のＹＥＳの場合）、偏差算出部１１は
、目の位置検出部３から運転者の目の位置情報を取得し、目標点（基準位置）までの偏差
を算出する（ステップＳＴ２２）。この際、偏差算出部１１が算出する偏差は、高さ方向
（Ｙ軸方向）だけではなく、左右方向（Ｘ軸方向）および車両の前後方向（Ｚ軸方向）に
ついても算出する。
【００９６】
　すなわち、偏差算出部１１は、運転者がシート５に着座した時の運転者の目の位置の実
測値（高さ方向の実測値、車両の前方から見た場合の左右方向の実測値、車両の前後方向
の実測値）と、車両に設置されたＨＵＤ７上に表示されるあらかじめ定められた重畳表示
の基準位置との偏差（高さ方向の偏差、左右方向の偏差、前後方向の偏差）を算出する。
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【００９７】
　この偏差が、あらかじめ定められた所定の値未満である場合（ステップＳＴ２３のＮＯ
の場合）には、タイマ１５の変位カウントを０にして（ステップＳＴ２４）、処理を終了
する。
　すなわち、タイマ１５の変位カウントとは、目の位置が基準位置からずれている連続時
間を計測するためのカウンタである。
【００９８】
　一方、ステップＳＴ２２において算出された偏差が、あらかじめ定められている所定の
値以上である場合（ステップＳＴ２３のＹＥＳの場合）は、タイマ１５の変位カウントが
あらかじめ定められた所定カウント値以上か否かを判定する（ステップＳＴ２５）。ここ
では、例えば３０秒に対応するカウント値が所定カウント値として設定されているものと
し、その３０秒に対応するカウント値以上か否かを判定する。
【００９９】
　タイマ１５の変位カウントが所定カウント値未満の場合（ステップＳＴ２５のＮＯの場
合）、目の位置の変化状態（変化の継続）が所定時間を満たしていないため、運転者の目
の位置が一時的にずれているにすぎないと判断する。この場合、ＡＲ表示補正は現時点で
は不要と判断し、タイマ１５の変位カウントを１カウント加算し（ステップＳＴ２６）、
再度、ステップＳＴ２２に戻って運転者の目の位置を取得して偏差を算出する処理から繰
り返す。なお、目の位置検出部３による目の位置の検出は、所定のタイミングごとに実施
される。
【０１００】
　一方、タイマ１５の変位カウントが所定カウント値以上の場合（ステップＳＴ２５のＹ
ＥＳの場合）、所定時間としての３０秒にわたって目の位置がずれている状態が続いてい
るため、運転者の姿勢が乗車時から変化したものと判断し、ＡＲ表示補正を実行する。す
なわち、移動量算出部１２が、偏差算出部１１により算出された偏差に基づいて、ＡＲ表
示移動量を算出する（ステップＳＴ２７）。
【０１０１】
　そして、ＡＲ表示制御部１４が、移動量算出部１２により算出されたＡＲ表示移動量に
基づいて、ＨＵＤ用光源６による表示画像の描画の変形や光学装置８の調整によりＡＲ表
示を補正するよう、ＨＵＤ用光源６または光学アクチュエータ９の少なくとも一方に対し
て指示を行う（ステップＳＴ２８）。表示補正が完了すると、タイマ１５の変位カウント
をリセットし（ステップＳＴ２９）、処理を終了する。
【０１０２】
　すなわち、高さ方向の偏差、左右方向の偏差、前後方向の偏差があらかじめ定められた
値以上であって、かつ、当該あらかじめ定められた値以上である状態があらかじめ定めら
れた時間以上継続した場合に、ＡＲ表示制御部１４が、ＨＵＤ用光源６に対して画像の描
画の形態を高さ方向に補正、左右方向に補正、画像の描画の形態を拡大または縮小補正す
るように指示したり、光学装置８に対して重畳表示の基準位置を高さ方向に補正、左右方
向に補正、前後方向に補正するよう指示を行う。
【０１０３】
　なお、運転者の姿勢が一時的に変化したにすぎない場合は、運転者の姿勢はすぐに元の
位置に戻る。すなわち、運転者の姿勢がずれている時には、ステップＳＴ２３の判断にお
いて偏差が所定の値以上であるとしてタイマ１５の変位カウントがカウントアップされた
としても、その変位カウントのカウント値が３０秒に対応する値（所定カウント値）に達
する前に運転者の姿勢が元の位置に戻る。
【０１０４】
　これにより、運転者の目の位置の偏差が所定の値未満となるため、タイマ１５の変位カ
ウントがリセットされ、処理が終了する。
　このように、偏差（高さ方向の偏差、左右方向の偏差、前後方向の偏差）があらかじめ
定められた値以上であって、かつ、当該あらかじめ定められた値以上である状態があらか
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じめ定められた時間以上継続した場合にのみ、ＨＵＤ用光源６や光学装置８によるＡＲ重
畳表示の補正（高さ方向の補正、左右方向の補正、前後方向の補正）を行うようにしたの
で、運転者の姿勢が一時的に変化したにすぎない場合には、ＡＲ表示補正が実施されるこ
とはない。
【０１０５】
　なお、偏差があらかじめ定められた値以上か否かを判定する際に用いる、あらかじめ定
められた値については、高さ方向の偏差、左右方向の偏差、前後方向の偏差それぞれに対
して別の値が設定されていてもよい。
【０１０６】
　以上のように、この実施の形態３によれば、乗車開始時の目の位置のずれだけでなく、
運転開始後の目の位置のずれに対してもＡＲ表示の補正が可能になるとともに、一時的な
目の位置の変移については応答しないので、運転者の姿勢の変化に対応した最適なＡＲ重
畳表示が可能となる。
【０１０７】
実施の形態４．
　図１２は、実施の形態４による自動調整装置とそれに接続される周辺機器の一例を示す
ブロック図である。なお、実施の形態１～３で説明したものと同様の構成には、同一の符
号を付して重複した説明を省略する。以下に示す実施の形態４における自動調整装置４０
は、実施の形態２の図８に示す自動調整装置２０に比べると、個人調整量算出部１６をさ
らに備え、個人調整用スイッチ３１と接続されている。
【０１０８】
　この実施の形態４は、実施の形態２の機能に加えて、利き目などといった個人の影響を
反映させることにより、より最適なＡＲ表示を実現するものであり、ここでは、個人調整
量算出部１６は、少なくとも運転者の利き目を判定することができるものであるとする。
　図１３は、個人調整量算出部１６の構成を示すブロック図である。図１３に示すように
、個人調整量算出部１６は、個人認証部１７、利き目判定部１８および個人調整量記憶部
１９から構成されている。
【０１０９】
　個人調整量算出部１６は、乗車検出部２で運転者の乗車開始が検出された時、または、
車内に設置された個人調整用スイッチ３１の押下が検出された時に、個人調整量の算出を
開始する。すなわち、乗車検出部２で運転者の乗車が検出されたことをトリガとして個人
調整量の算出を行う場合には、個人調整用スイッチ３１は必ずしも必要ではない。
【０１１０】
　個人認証部１７は、カメラで取得された運転者の顔映像から個人を認証する。なお、こ
こではカメラ認証を例示したが、声や生体情報、携帯電話により認証により個人を識別し
てもよい。
　個人調整量記憶部１９は、識別された個人ごとに利き目情報といった個人調整量が格納
されている記憶部である。
【０１１１】
　なお、声や生体情報、携帯電話による認証により個人を識別する場合は、個人調整量算
出部１６には、乗車検出部２からの信号の代わりに、音声認識装置からの信号、生体情報
検出装置からの生体情報信号、または、携帯電話の個体特定番号を特定する個体特定装置
からの個体特定信号などが与えられる。
【０１１２】
　利き目判定部１８では、個人ごとに異なる利き目の判定を行う。手の右利き、左利き同
様、目にも利き目が存在する。利き目は対象物に対してピントを合わせる目のことであり
、利き目でない方の目はその全体や背景を大雑把にとらえることにより利き目を補完する
ことが知られている。そのため、利き目がどちらであるのかを個人ごとに把握し、利き目
の位置を基準にＡＲ表示の調整を行うことにより、個人に適応したより正確なＡＲ重畳表
示を行うことができる。
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【０１１３】
　利き目判定部１８で実施する利き目の判定方法としては、例えば以下の（１）～（４）
の手法などが挙げられる。
（１）両目を開いた状態で、手前に設置された透明パネルに表示されたマーキングに、パ
ネルの奥に設置された目標物が重なって見えるように、運転者に顔を動かしてもらうこと
により、どちらが利き目であるかを判定する。
【０１１４】
　例えば、インテリジェントパネルやメータディスプレイを用いて、保護用ガラスに矢印
を、メータパネルに対象物を表示し、運転者の矢印と対象物とが重なる位置に頭を動かし
てもらい、その時に得られる目の位置から利き目の位置を判断してもよい。
　なお、利き目判定開始のトリガとして、個人調整用スイッチ３１を用いることとしても
よい。
【０１１５】
（２）視線検出装置を用いて両目の動きの特徴を測定し、誤差やばらつきなどから利き目
を判定してもよい。
　前述のとおり、利き目は対象物に対してピントを合わせ、利き目でない方の目は利き目
の補完のため全体像をとらえることから、利き目でない方の目で得られる注視点は、利き
目で得られる注視点よりもばらつきや誤差といった精度が悪いことが想定されるからであ
る。
【０１１６】
（３）キャリブレーションや凝視時から得られる目（眼球）の曲面パラメータにより、ど
ちらが利き目であるかを判定してもよい。
　なお、（２）および（３）の場合には、個人調整用スイッチ３１は不要である。
【０１１７】
（４）ボタンなどで運転者が手動で利き目情報を入力する方式により利き目を判定しても
よい。この場合、例えば個人調整用スイッチ３１を用いて、利き目情報を入力できるよう
にしてもよい。
　なお、一般的には利き目は右である割合が多いことが知られている。そのため、利き目
のデフォルトの値を右としておくようにしてもよい。
【０１１８】
　そして、この実施の形態４における偏差算出部１１は、目の位置の目標点（基準位置）
と運転者の利き目の位置との偏差を算出する。ただし、ここで算出する偏差には、個人調
整量算出部１６で算出（判定）した利き目情報などの個人調整量も反映させる。
【０１１９】
　図１４のフローチャートを用いて、実施の形態４における個人調整量算出部１６の処理
の流れを説明する。
　個人調整量算出部１６は、乗車検出部２で運転者の乗車開始が検出された時、または、
車内に設置された個人調整用スイッチ３１の押下が検出された時に、個人調整処理を開始
する。
【０１２０】
　まず初めに、個人認証部１７が、顔認識機能等を用いて個人認証を行う（ステップＳＴ
３１）。
　そして、ここで特定された個人の個人調整量のデータが、個人調整量記憶部１９に記憶
されているか否かを判定する（ステップＳＴ３２）。
【０１２１】
　未登録であり記憶されていなかった場合（ステップＳＴ３２のＮＯの場合）、利き目判
定部１８が、運転者の利き目を判定する（ステップＳＴ３３）。
　判定された利き目情報によって、その運転者に適した個人調整量を算出し（ステップＳ
Ｔ３４）、個人調整量記憶部１９に登録する（ステップＳＴ３５）。
　その後、算出された個人調整量を偏差算出部１１に出力し（ステップＳＴ３６）、この
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【０１２２】
　一方、ステップＳＴ３２の判定において、特定された個人の個人調整量のデータが個人
調整量記憶部１９に既に登録されて記憶されていた場合（ステップＳＴ３２のＹＥＳの場
合）、個人調整量記憶部１９から個人調整量を読み込み（ステップＳＴ３７）、個人調整
量を偏差算出部１１に出力する（ステップＳＴ３６）。
【０１２３】
　また、その後のシート位置調整およびＡＲ表示補正の処理については、実施の形態１～
３で説明した内容と同じであるため、図示および説明を省略する。
　なお、ここでは、個人調整量として利き目情報を主として説明したが、個人調整量には
同じ利き目であっても個人による見え方の違いなどによる調整量も含むものとする。
　これにより、利き目などといった個人の影響を補正に反映させ、より最適なＡＲ表示を
実現することができる。
【０１２４】
　以上のように、この実施の形態４によれば、利き目などといった個人の影響による調整
量を反映させて、移動量算出に用いるようにしたので、実施の形態２における効果に加え
、より最適なＡＲ表示を実現することができる。
【０１２５】
　なお、以上の実施の形態３では、実施の形態２に示す構成および処理に加えて、個人調
整量算出部１６を備えた場合について説明したが、実施の形態１や実施の形態３の構成お
よび処理に加えて、上述した実施の形態４の処理を行うにしてもよいことは言うまでもな
い。
【０１２６】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　この発明の自動調整装置は、例えば、カーナビゲーション装置やインストルメントパネ
ルなどの車載機器など、自動車等の車両に搭載された機器であれば、どのような機器にで
も適用することができる。また、この自動調整装置自体がそれらの機器に組み込まれてい
てもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　１，２０，３０，４０　自動調整装置、２　乗車検出部、３　目の位置検出部、４　シ
ートアクチュエータ、５　シート（電動シート）、６　ＨＵＤ用光源、７　ヘッドアップ
ディスプレイ（ＨＵＤ）、８　光学装置、９　光学アクチュエータ、１０　自動調整シス
テム、１１　偏差算出部、１２　移動量算出部、１３　位置制御部、１４　ＡＲ表示制御
部、１５　タイマ、１６　個人調整量算出部、１７　個人認証部、１８　利き目判定部、
１９　個人調整量記憶部、３１　個人調整用スイッチ、５０　車両、５１，５２　シート
レール、６０　運転者、６１　運転者の目、７０　重畳表示の基準位置（目の位置の目標
点）、７１　ＡＲマーカ表示位置、１００　対象物、１０１　ＡＲ表示物（ＡＲマーカ）
。
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